
仕  様  書

1件 名

資源 (裁断紙、古紙 (ダンボール )、 古紙 (新聞 0雑誌 )、 古紙 (牛乳等紙パ ッ

ク))売払い

2 履行場所

東京都立川市緑町 5 陸上自衛隊 立川駐屯地

3 履行期間

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日

4 予定数量

排出される予定数量は下表による。

資 源 種 別 予 定 数 量 (Kg)
裁断紙 13,000

古紙 (ダンボール ) 9, 000

古紙 (新聞・雑誌 ) 6, 000

古紙 (牛乳等紙パ ック) 300

5条 件

(1)収集要領等

ア 立川駐屯地内計 8箇所の資源を回収する。収集場所は別紙第 1の とおり。

イ 収集時期は、毎週 1回を基準とし、官側の指定する曜日とする。ただし、ツト

出量等により前日までに収集日の変更の調整もあるので、これに対応する。

ウ 請負者は、収集・運搬にあたつて環境の保全に努め、委託者の業務に支障を

与えないように行う。

工 作業に関し、廃棄物 (資源)が散乱した場合は速やかに対応する。

オ 収集作業は、官側の監督・指示により収集する。また、lヶ 月の収集量を計

量表及び月間確認表 (別紙第2)により報告するものとする。

(2)負担事項

この作業に必要な車両、人員・器材及び消耗品等は、請負者の負担とする。

(3)情報漏えい防止

収集・運搬中、知りえた情報を漏らしてはならない。また、収集・運搬処理後

も同様とする。

(4)駐屯地の出入に関する規則の遵守

立川駐屯地への出入りに関しては、駐屯地で定めた関係規則に基づく手続きを

行い、諸規定に従うものとする。

(5)賠償責任

収集・運搬中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任におい

て復旧及び賠償する。
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(6)協 議

本仕様書に定めの無い事項及び疑義が生 じた場合、その都度、協議 により定め

るものとする。



資源ごみ回収場所 (裁断紙、段ボール、新聞・雑誌、牛乳等紙パック)
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別紙第2

月 間 確 認 表

月

日

付

曜

日

搬出処理量 (Kg) 日

付

曜

日

搬出処理量 (Kg)

裁断紙 ダンボ 新・雑 牛平Lパ 裁断紙 ダンボ 新・雑 牛乳パ

1 月 16 火

2 火 17 水

3 水 18 木

4 木 19 金

5 金 20 土

6 土
９

“ 日

7 日 22 月

8 月 23 火

9 火 24 水

10 水 25 木

木 26 金

12 金 27 土

13 土 28 日

14 日 29 月

15 月 30 火

31 水

月間合計

月分の資源搬出処理量

裁 断 紙 Kg 新聞・雑誌 KЯ

ダンボール Kg 牛乳パ ック類 Kg

令和  年  月分の作業完了を報告いたします。

令和  年  月  日

請負業者

住   所 :

会 社 名 :

作業責任者 : 印 (登録印)

令和  年  月分の作業完了を確認する。

陸上自衛隊立り|1駐屯地業務隊

凡例 :ダンボ=ダンボール、 新・雑=新聞・雑誌、 牛乳パ=牛乳パック類



設 計 図 書

仕様書番号 東立川駐業 -242010号
作成年月日 令 和 6年 1月  2 9 日

作成責任者 准 陸 尉 小 柳  周 二

紙 くず 売 払 い

東立川駐屯地業務隊



仕  様  書

1件 名

紙くず (裁断紙 (地図用紙含む。)、 古紙 (ダンボール、新聞雑誌等))売払い

2 役務場所

東京都立川市栄町 1-2-10 陸上自衛隊東立川駐屯地

3 履行期間

令和 6年 4月 1日 より令和 7年 3月 31日 までの間とする。

4 予定数量

搬出される予定数量は下表による。

廃棄物種別 予定数量 (kg)

裁断紙 14,000.00

古紙 (段ボール ) 3,600。 00

古紙 (新聞・雑誌等) 2,500。 00

5条 件

(1)収集要領等

ア 集積場所等

(ア)新 聞・雑誌等 (資源化できる雑誌を含む。)及び段ボール

体育館南ごみ集積所

(イ)裁 断紙 (地図用紙含む。)

体育館南ごみ集積所及び 3号館集積所

(ウ)集 積所配置及び搬出経路

付図 「裁断紙・古紙集積所配置及び搬出経路図」による。

イ 収集時期

(ア)日 付

毎週 1回 を基準 とし、官4Allの 指定する曜 日とする。ただ し、排出量等に

より前 日までに収集 日変更の調整がある場合はこれに対応する。

(イ)時 間

午前中を基準 とする。ただし、交通事情等で遅延する場合は、官側 と連

絡 0調整を行 うこととする。

紙 くず売払い

令和 6年 1月東立川駐屯地業務隊総務科



ウ 請負者は、収集・運搬にあた り環境の保全に努め、発注者の業務に支障を

与えないように行 う。

工 作業に際 し、廃棄物等が散乱 した場合は、速やかに清掃する。

オ 収集作業は官側係官の監督・指示により収集する。また、 lヶ 月の収集量を

計量報告書及び月間収集報告書により報告するものとする。

なお、計量結果報告書には計量証明書を添付すること。

(2)負担事項

本作業に必要な車両、器材及び消耗品等は請負者の負担 とする。

(3)光熱水料

収集・運搬の実施に必要な電気・水道等の使用については、原則請負者の負担

とする。

(4)情報漏洩防止

収集・運搬期間中に知 り得た情報を他に漏 らしてはならない。契約終了後も同

様 とする。

(5)駐屯地の出入に関する規則の遵守

東立川駐屯地への出入については、駐屯地で定めた関係規則に基づ く手続き

を行い諸規定に従 うものとする。

(6)賠償責任

収集 ,運搬中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、請負者の責任におい

て復旧及び賠償する。

(7)その他

ア 紙 くず等の臨時多量発生等により、官側が搬出処理を必要と判断した場合に

おいては、官側の指示により臨時搬出作業を実施するものとする。

イ 請負業者の都合により、本仕様書に定める日時に搬出できない場合において

は、事前に官側に連絡 し、調整を行 うものとする。

ウ 本仕様書と作業内容に相違又は明示なき場合、疑義が生 じた場合には、すべ

て官側 と協議するとともに、その指示に従 うものとする。

紙くず売払い

令和 6年 1月東立川駐屯地業務隊総務科



裁断紙・古紙集積所配置及び搬出経路図

1階総務科事務室 (書類提出等)

警衛所 (面会受付等)
紙 くず売払い

1:2000

陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊総務科


